
                          令和６年 ８月 1 日 現在 

社会福祉法人 久住会 

ケアハウス くらじの郷 重要事項説明書 

 

１．事業主体概要 

事業者の名称 社会福祉法人 久住会 

法 人 所 在 地  
〒８２０－１１０３ 

福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１７５１番地 

代 表 者 氏 名    理事長 藤村 二朗 

電 話 番 号    ０９４９－６２－７４２０ 

設 立 年 月 日    昭和５７年 ３月１７日 

２．ご利用施設 

施 設 の 名 称 ケアハウス くらじの郷 

施設の所在地   〒820-1103 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１７５１番地 

施 設 長 名   統括施設長 藤村 泰子 

電 話 番 号   ０９４９－６２－７５７７ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   ０９４９－６２－７６７４ 

ホームページ http://www.9-10.jp 

開 設 年 月 日 平成１４年 １０月 １日 

交 通 の 便   ＪＲ 筑豊本線 小竹駅 より タクシー５分 

損害賠償責任保険加入先   あいおいニッセイ同和損保株式会社 

３．ご利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 指定年月日 介護保健事業所番号 定員 

軽費老人ホーム（A 型） 昭和５８年 ８月１９日 — ５０名 

居宅介護支援事業 平成１２年 ４月 １日 4075300022 － 

訪問介護事業 平成１２年 ４月 １日 4075300048 － 

認知症対応型共同生活介護 平成１４年１０月 １日 4075300139  ９名 

特別養護老人ホーム 平成２０年 ６月 １日 4071802021 ７０名 

短期入所生活介護 平成２０年 ６月 １日 4071802013 １２名 

通所介護（デイサービス） 平成２０年 ６月 １日 4071802005 ２５名 

※特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護は飯塚事務局 

４．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

軽費老人ホーム（旧ケアハウス）は、低額な料金で家庭環境、住宅事情

等の理由により居宅において生活する事が困難な老人を入所させ、日常

生活上必要な便宜を供与し、もって老人が健康で、明るい生活を送れる

事を目的としています。 

施設運営の方針 

利用者の意思及び人格を尊重し、その立場に立ってサービスの提供を行

うよう努めます。 

施設は地域や家族との結びつきを重視した運営に努めます。 

 

５．施設の概要 

（１）土地建物 

敷   地  ７，３４２．６２㎡ 

 

建 物 

 

構  造  鉄筋コンクリート２階建 

延べ床面積 ３，１０２．６０㎡ 

利用定員  ２０名 

（２）居室 

居室の種類 居室数  面    積 

１人居室（和室） １０室 ２２．２５㎡ 

１人居室（洋室） ８室 ２２．２５㎡ 

夫婦居室（和室） １室 ４４．８１㎡ 

各 居 室・・・バリアフリー、冷暖房完備、ミニキッチン、電気給湯器、 

トイレ（ウォシュレット）、ベランダ、ナースコール付 

（３）主な設備 

設備の種類 部屋数 面    積 

面 接 室 1 室 １３．１１㎡ 

理 容 室 1 室 ５．８１㎡ 

デイルーム 1 室 ３９．６５㎡ 

食   堂 1 室 ４４．２５㎡ 

大 浴 場 1 室 ２２．８３㎡ 

個 人 浴 室 1 室 ５．１２㎡ 

洗 濯 室 1 室 ５．５８㎡ 

喫 煙 室 1 室 ４．３２㎡ 

地域交流スペース  １４６．３９㎡ 

６．職員体制 

職員の種類 

 

員数 

常 勤 非常勤 
軽費老人ホーム 

運営基準員数 
保有資格 専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

施 設 長 1 人  〇 
  

1 
社会福祉施設長 

認定資格 

生 活 相 談 員 1 人 〇    1 介護支援専門員 

介 護 職 員 ２人 〇    1 ヘルパー２級 

調 理 員 ３人 〇  〇  1 調理師 

事 務 員 １人 〇    1 社会福祉主事 

（令和元年５月１日現在） 

 

 



７．勤務体制 

職員の種類 勤   務   体   制 休 暇 

施  設  長 正規の勤務時間帯(9:00～18:00)常勤で勤務  月７休 

正規の勤務時間帯(9:00～18:00)常勤で勤務 月７休 

生 活 相 談 員 正規の勤務時間帯(9:00～18:00)常勤で勤務 

早出（8:00～17:00） 
月７休 

介 護 職 員 

医 師 毎週水曜日（14:00～16:00）非常勤で勤務  

調  理  員 
正規の勤務時間帯(9:00～18:00)常勤で勤務 

早 出(7:00～16:00) 
月７休 

特別処遇職員 正規の勤務時間帯(9:00～17:00)非常勤で勤務 月 13～14 日休 

８．施設サービスの概要 

種   類 内      容 

食   事 

・栄養士の立てる献立により栄養と利用者の身体状況に配慮した 

バラエティに富んだ食事を提供します。 

【食事時間】 朝食  8:00～ 8:30 

       昼食 12:00～12:30 

       夕食 17:15～17:45 

入   浴 

・隔日に一回以上の入浴の機会をご提供致します。 

・夏季（７月～９月）については、上記と別にシャワー浴をご利 

用できます 

健康管理 

・嘱託医により週１回の往診を設けて健康管理に努めます。 

【当施設の嘱託医】 

氏 名 桑原 健介（坂本医院） 

診療科 内科・皮膚科 

相談及び援助 

・当施設は、利用者及びその家族から、利用者の生活についての 

あらゆるご相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を 

行うよう努めます。 

社会生活上の便宜 

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えると共に、施設での生 

 活を心豊かで実りあるものとする為、レクリエーション・行事 

等を企画します。 

・主な娯楽設備 

 サークル活動（体操・茶道・民謡・書道・絵手紙 

 ゲートボール・カラオケ・歩こう会・童心クラブなど） 

・主なレクリエーション行事 

 誕生者お祝い（毎月）・花見・園遊会・夏祭り・敬老祝賀会 

 体育祭・バスハイク・文化祭・忘年会・懇親旅行・餅つき 

新年祝賀会・梅見など 

・月 2 回 ショッピングの引率 

・毎 週 クリーニング 

・月 1 回 美容・理容訪問 

・月 1 回 日常生活品斡旋 

    （ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ･ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ･洗剤･飲み物･煙草） 

９．利用料 

利用者の方からいただく利用料金は別紙利用料金表に記載してあります。 

 

10．事故発生時の対応 

   サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、県市町村および関係諸機 

関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処 

置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

11．苦情等の受付窓口 

 当施設のご利用にあたっての苦情ご不満等につきましては、下記までご連絡下さい。 

ご利用相談窓口 

  責 任 者： 統括施設長 藤村 泰子 

  担  当： 生活相談員 蒲池 幸一郎 

  受付日時： 月～金曜日 ９：００～１７：００ 

  連 絡 先： 電話０９４９－６２－７４２０ 

外部苦情申立機関 

（連絡先電話番号） 

 永 津  明 敏  小竹町御徳 167 番地 264 ℡ 0949‐62‐5479 

 千代原 一恵  小竹町中央区 2 組    ℡ 0949‐62‐2265 

機関名：福岡県介護保険広域連合 本部 

    ℡092-643-7055  Fax092-641-2432 

   ：福岡県介護保険広域連合 鞍手支部 

    ℡0949-34-5046  Fax0949-34-5047 

   ：福岡県国民健康保険団体連合会 

    ℡092-642-7859  Fax092-642-7857 

   ：福岡県運営適正化委員会 

    ℡092-915-3511 

12．協力医療機関 

坂本医院 

所 在 地   飯塚市目尾１２５６－１４ 

医 師 名   桑原 健介 

電話番号   ０９４８－２１－００７６ 

診療科目   内科・皮膚科 

小竹町立病院 

 所 在 地   鞍手郡小竹町大字勝野１１９１ 

  管 理 者   山本 光勝 

 電話番号   ０９４９－６２－０２８２ 

 診療科目   内科・消化器内科・リハビリ科等 

やはら歯科医院 

所 在 地   鞍手郡小竹町大字勝野３３１８ 

医 師 名   矢原 世道 

電話番号   ０９４９－６２－０２３６ 

診療科目   歯科 

古賀歯科医院 

所 在 地   鞍手郡小竹町大字新多２１－１４ 

医 師 名   古賀 寛一 

電話番号   ０９４９－６２－４７８８ 

診療科目   歯科 



丸野クリニック 

 所 在 地   飯塚市立岩１３０８－１７ 

  医 師 名   丸野 陽一 

 電話番号   ０９４８－２５－０１８８ 

 診療科目   精神科・心療内科・神経科 

健成クリニック 

所 在 地   鞍手郡小竹町大字勝野３４７４－１ 

医 師 名   里村 健志 

電話番号   ０９４９－６６－３１１１ 

診療科目   整形外科 

13．非常災害時の対応 

非常時の対応  別途定める「久住会 消防計画」に則り対応を行います。 

平常時の訓練 

 別途定める「久住会 消防計画」に則り年２回の夜間及び昼間 

を想定した総合訓練を、消防署の指導のもと、利用者も参加し 

て実施します。 

防 火 設 備 

設  備  名  称 

 自動火災報知器・非常通報装置・報知器・消火器・非常階段・ 

 誘導灯・誘導標識・非常用放送設備・ガス漏れ報知器・排煙口 

 ※カーテンは防炎仕様のものを使用。 

消 防 計 画  消防署への届出日：  平成２７年７月６日 

防 火 管 理 者  防 火 管 理 者：  瀬口 貴志 

14．当施設ご利用にあたって留意いただく事項 

来 訪 ・ 面 会 

 来訪者は面会時間（９：００～１９：００）を遵守し、面会簿に

必ず記入して下さい。 

 緊急等で面会時間外に来訪を希望される場合は、事前にご連絡 

 をお願い致します。 

外 出 ・ 外 泊 
外出・外泊等の予定がある場合は、事前に書類にて届出て下 

さい。 

喫    煙  喫煙は決められた場所以外では行わないで下さい。 

迷 惑 行 為 等  騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

宗教活動及び 

政 治 活 動 

 施設内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動又他の 

利用者に迷惑になるような行為は、一切禁止します。 

動 物 飼 育   施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

そ  の  他 
 出火の恐れのある物については､持ち込み不可です｡ 

 施設内において、物のやり取り、貸し借り、売買等は禁止です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


